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はじめに 

 

超高齢社会の進展に伴い、令和６年中に大津市消防局救急隊が搬送した傷病者の約６６％

は、６５歳以上の高齢者となっており、高齢者福祉施設からの救急要請も年々増加傾向にあ

ります。   

高齢者福祉施設からの救急要請は、施設利用者の急病や、転倒等の事故に起因したものが

主ですが、中には、「注意していれば防げたかもしれない」「事前に対策しておけば防げたか

もしれない」と思われる事例も多くみられます。 

この「高齢者福祉施設等における救急ガイドブック」は、施設内で実践できる、病気やけ

がを予防するためのポイントと、救急事故発生時の対応を円滑に行うために知っておいてい

ただきたい事項をまとめたものです。 

施設利用者の方々が安心して末永く元気で暮らせるよう、施設内における事故の予防、救

急事故発生時の対応について今一度ご確認いただくとともに、職員のみなさまが共通認識を

持って救急対応が行えるよう、このガイドブックをご活用いただければ幸いです。 

 

                  令和７年１０月 

大津市消防局 警防課 救急高度化推進室 
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大津市の救急概況 

 

令和６年中における大津市の救急出動件数は、２０，８３０件、搬送人員は、１８，６８８人

と過去最多を記録しました。 

 増え続ける救急出動件数とともに、救急車の現場到着時間も伸びる傾向にあり、本当に救急車

を必要としている方のもとへ救急車の到着が遅れることが強く懸念されています。 

  

過去１０年間の救急出動と搬送人員の推移 

 
 

年齢区分別搬送人員の割合       傷病程度別搬送人員の割合 
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出動件数（件） 搬送人員（人）

・新生児：生後２８日未満 

・乳幼児：生後２８日以上～満７歳未満 

・少年：満７歳以上～満１８歳未満 

・成人：満１８歳以上～満６５歳未満 

・高齢者：満６５歳以上 

・死亡：初診時において死亡が確認されたもの。 

・重症：３週間以上の入院加療を必要とするもの。 

・中等症：入院加療を必要とするもの。 

・軽症：入院加療を必要としないもの。 
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施設内における予防救急 

 

１ 感染防止対策 

  インフルエンザやコロナウイルス、ノロウイルスなどの感染症が発生、拡大しないように、

施設職員のみなさまだけでなく、施設利用者の方も手洗いやうがい、必要に応じてマスクの着

用を徹底しましょう。また、施設内での二次感染を防ぐため、感染経路（空気・接触・飛沫な

ど）や嘔吐物、排泄物などの処理方法についての正しい知識・感染予防策を身に付けましょ

う。 

 

２ 転倒・転落防止 

  高齢者は、普段生活している慣れた場所でも、少しの段差でつまずき転倒し、骨折などのけ

がを負ってしまう場合があります。施設内の段差や滑りやすい場所などの危険箇所に注意する

とともに、廊下や部屋の明るさにも注意してください。 

  また、床にこぼれた飲み物やビニール袋などで滑り、転倒してしまったという事例もありま

すので、床が濡れてしまった場合には、できる限りすぐに拭き取るようにしてください。 

 

３ 誤嚥・窒息の防止 

  脳梗塞や神経疾患のある高齢者の方は、嚥下の運動が障害され、飲み込みにくくなってい

ることや咳をしづらくなっていることもあり、誤嚥や窒息を起こしやすくなります。 

お餅や大きな肉、パンをはじめ、ゼリーなどでも窒息事故が起きています。 食べ物を小さ

く切って食べやすい大きさにするだけでなく、ゆっくりと食事に集中できる環境を作り、職員

のみなさまが食事の様子をみるなど、注意掛けをお願いします。 

もし食事中にむせるなどの症状があった場合には、食事後の容態変化にも注意しましょう。 

 

４ 温度変化に注意 

高齢者の方は、温度調節機能が低下し、のどの渇きも感じにくくなっています。夏季は「熱

中症」、冬季は「ヒートショック」などによる救急事故が増加します。 

居室やリビングだけでなく、施設内のお風呂場やトイレ、廊下などの温度変化にも注意し、

急激な温度変化を作らない環境づくりをしましょう。 

 

５ 処方薬の副作用に注意 

処方薬によっては、副作用の影響で思った以上にふらついてしまい、ベッドから起き上がる

際などに、転倒・転落してしまうことがあります。かかりつけ医師（主治医）等の指示に従

い、処方薬の副作用を確認するとともに、処方薬が変更された時などは、服薬後の容態変化に

も注意し、速やかにかかりつけ医師等に連絡するようにしましょう。 

また、抗凝固剤や抗血小板薬を服薬している方は、日常生活のちょっとしたけがでも出血が

止まらないことがありますので、かかりつけ医師等に相談をするか、医療機関を受診するよう

にしてください。 
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引用：総務省消防庁ＨＰ「救急事故防止に係るリーフレット（高齢者版）」 
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救急要請について 

 

１ どんな時に救急車を呼ぶの？ 

 以下のような場合は、すぐに救急車を要請してください。 

 

引用：総務省消防庁 HP「救急車利用リーフレット（高齢者版）」 
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２ 救急車の適正利用  

大津市で令和６年中に救急搬送された方の約６２％は、入院を必要としない軽症者でした。 

救急車の数は、限られていますので、緊急性の高い傷病者のもとへ、迅速に救急車を向かわ

せ、「助かる命を救うために」救急車の適正利用にご協力をお願いします。 

次のような場合は、自家用車や患者等搬送事業者（民間の救急車）などの活用に、ご理解と 

ご協力をお願いします。 

（１）寝たきりや病院へ行くための人手が足りないなどの理由の場合。 

（２）車いすや寝台車を利用すれば病院へ行ける場合。 

（３）定期受診や処方箋がなくなったとの理由でかかりつけ病院へ行く場合など、緊急性が認

められない場合。 

 

３ ＃７１１９の活用 

  滋賀県では、令和７年１０月１日から、救急電話相談（＃７１１９）が開始されました。こ 

れは、急な病気やけがの際に、「救急車が必要なのか？」「どこの医療機関を受診したらよいの 

か？」などの救急医療相談に対し、２４時間３６５日（年中無休）の体制で看護師などの専門 

員がアドバイスを行うものです。 

 救急電話相談（♯７１１９）を使っていただくことで、緊急性が高いときには救急車の要請 

を、そうでないときは症状等に応じたタイミングで医療機関を受診することを支援します。 
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４ 患者等搬送事業 

  救急車を呼ぶほどではないが病院に行く必要がある方、寝たきりや歩行が困難で車椅子やス 

トレッチャー等を使った通院や入退院、転送が必要な方を民間事業者が有償で搬送する事業が 

あります。 

大津市消防局では、市民の方が安心・安全に利用していただけるよう、一定の要件を満たし

た事業者を「患者等搬送事業者」として認定しています。 

なお、救急車以外に搬送の手段がなく、緊急に病院まで搬送しなければならない場合や、判 

断に迷う場合は、すぐに救急車を要請してください。 

 

大津市消防局管内の認定事業者（令和７年１０月２３日現在） 

事業者名(認定順) 所在地 認定車両 台数 連絡先 

介護タクシー 

オアシス 

大津市島の関

7-13-205 
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車椅子兼用 1 台 TEL：080-2284-0211 

民間救急 

介護タクシー湖畔 

大津市柳が崎

9-17-701 
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車椅子兼用 ３台 

TEL：077-572-9903 

FAX：077-502-0399 

月の輪 

クローバータクシー 

大津市月輪 

一丁目 6-1 
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車椅子兼用 2 台 TEL：077-572-8155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津市消防局が認定する患者等搬送事業者には、上記の認定マークを交付しています。 

 

 

 

 
患者等搬送事業に関する情報は、右のＱＲコードから、大津市消防局ＨＰに 

アクセスしてください。 

患者等搬送事業者認定マーク 

患者等搬送自動車認定マーク 
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救急要請時の対応 

 

１ 救急要請時の対応手順 

  施設内で事故や急病により、救急要請を行う事態が発生した際は、以下の対応手順を参考に

適切に対応していただきますようお願いします。 
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２ 救急隊への情報提供シートの活用 

救急隊への情報伝達手段として、「救急隊への情報提供シート」をご活用いただきますと、

傷病者情報の把握がスムーズとなり、搬送先病院の選定や迅速な搬送に大きく役立ちます。是

非ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「救急隊への情報提供シート」は、大津市消防局ＨＰからダウンロードが可能です。 

詳しくは、右のＱＲコードから大津市消防局ＨＰにアクセスしてください。 
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３ ＡＣＰに基づくＤＮＡＲ（蘇生処置を行わないこと）の意思表示について 

終末期医療において、「人生の最終段階をどのように過ごしたいか。」「どのような医療をお

こなってほしいか。」など、考え方は人それぞれ違います。 

ご本人やご家族、主治医と十分にご相談いただき、可能であれば蘇生処置に関する意思表示に

ついて、「救急隊への情報提供シート」へ記載をお願いします。 

また、ＡＣＰに基づくＤＮＡＲの意思表示について、ご本人やご家族の意向を示す書類や医師

の指示書がある場合は、救急要請時に到着した救急隊に提示してください。 

 

※救急隊の業務は、救命処置を行い医療機関へ搬送することを基本としています。 

ＡＣＰに基づくＤＮＡＲの意思表示がある場合でも、主治医への連絡が取れない場合や傷病 

者の容態等により、意向に沿えない場合があります。 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング）に関しての情報は、 

右のＱＲコードから厚生労働省ＨＰにアクセスしてください。 

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」は、 

右のＱＲコードから厚生労働省ＨＰにアクセスしてください。 

用語の説明 

・ＤＮＡＲ 

患者本人または患者の利益にかかわる代理者の意思決定をうけて心肺蘇生法をおこなわない

ことを言います。 

・ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング 

 人生の最終段階で受ける医療やケアなどについて、本人と家族などの身近な人、主治医など

が事前に繰り返し話し合う取り組みのことで、「人生会議」とも言われます。 
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４ 大津市消防局バイスタンダーサポート事業 
  「バイスタンダー」と言う言葉をご存じですか？事故や病気など救命の現場に居合わせた

人のことをそう呼びます。 

心臓や呼吸が止まってしまった人の命を救うためには、バイスタンダーによる早期の 119

番通報、心肺蘇生法や AED の使用といった応急手当がとても重要です。 

しかし、事故や急病の現場に遭遇し、応急手当を行うということは、多くの方にとって「非

日常の出来事」であり、時に大きな不安やストレスを感じることがあります。 

  高齢者福祉施設等においても、施設利用者の方へ救急対応したことが、施設職員の方に大き

なストレスを与えることになるかも知れません。 

大津市消防局では、バイスタンダーの不安やストレスを少しでもやわらげるサポート体制の

構築と、市民のみなさんが安心して応急手当ができる体制づくりに取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

応急手当をした後で、「そのことを思い出して眠れない」「そのことを思い出すと動悸やめま

い、吐き気がする」「物事に集中できない」といったことがつづく時は、一人で思い悩まず、

大津市消防局警防課救急高度化推進室までご相談ください。 

状況により下記の消防局が連携する専門窓口にご案内する場合もあります。 また、ご自身

で直接ご相談されてもかまいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 AQUAkids safety project 救命事業部 

＜問い合わせ先＞ 

大津市消防局 警防課 救急高度化推進室 

TEL：０７７-５２５-９９０３  E-mail：otsu2363@city.otsu.lg.jp 

おおつ光ルくん 

「大津市消防局バイスタンダーサポート事業」についての詳しい情報は、 

右の QR コードから大津市消防局 HP をご覧ください。 


